
（2）緑化に関する基準

① 植栽場所

植栽物は主として道路に接する部分に、公衆の目に触れるよう植えるものとします。

② 垣・柵・門等の構造

植栽帯部分に土留め材を使用する場合は石・レンガ・タイル・化粧ブロック等を使用し、道

路に接する部分に生ブロックは使用できません。また道路面からの高さを0.5m以下とします。

但し、門及び幅2m以内の門のそでについては、高さが0.5mを超えてもかまわないものとしま

す。また、道路に接する部分と隣地境界は、生垣か周辺の景観を損なわない透視可能な構造

物とします。
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